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まえがき 

 

   本書は，東京電力パワーグリッド株式会社が行う，東清水線新設工事事業に係る環境影響評価の一環

として，「山梨県環境影響評価条例」（平成 10年 3月 27日．山梨県条例第 1号），「山梨県環境影響評価

条例施行規則」（平成 11年 2月 22日．山梨県規則第 2号），「山梨県環境影響評価等技術指針」（平成 11

年 2 月 22 日．山梨県告示第 72 号，[改正]平成 27 年 5 月 25 日．山梨県告示第 183 号）」に基づき，環

境影響評価補正評価書として必要な事項を取りまとめたものである。 
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